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【フローチャート版】 2023.4.1 Ver.6

関東学院大学 新型コロナウイルス感染予防等のガイドライン

国や自治体が定めた期間

国や自治体が定めた期間

毎日検温する！ 発熱・風邪症状があれば登校しない！かからない！うつさない！

登校しない期間

学院保健センターへ連絡してください

１．自身が新型コロナウイルス
感染症と診断された

２．自身が濃厚接触者と
判定された

■国際文化学部、社会学部、経済学部、
理工学部、建築・環境学部、文学研究科、
経済学研究科経済学専攻、工学研究科

 045-786-7003
https://forms.office.com/r/MGt8pKGyzM

■人間共生学部 共生デザイン学科、教育学部、
栄養学部、看護学部、看護学研究科

 045-786-8342
https://forms.office.com/r/JeyyzDGq3k

■経営学部、法学部、
人間共生学部 コミュニケーション学科、
経済学研究科経営学専攻、法学研究科

 045-232-4573
https://forms.office.com/r/Vt3UpXTYCw

【上記理由で授業を欠席した場合】登校できるようになってから、「欠席内容連絡票」と「健康チェック表」を学院保健センターに提出する。
必要に応じて教務課で「欠席届」の手続きをする。



  

 

                                             

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 
   

     

  
 

 
 

 

 

 
  

 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

      

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



  

 

     

            
  
  

   

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 
   

    

    

   

        

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

     

    

                         

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

  

  
 

 
 
    

   
 

 
 

 

 
 

 

    

 
 

  

 

 

                               

 

                              

 

 

 

       

 

 

 


